
　　　　　　　主　　　文

一　債権者債務者間の当庁昭和五三年（ヨ）第二五五六号商標権仮処分申請事件に
ついて当裁判所が昭和五四年一月一七日になした仮処分決定を認可する。
二　訴訟費用は債務者の負担とする。

　　　　　　　事　　　実

第一　当事者の求めた裁判
一　債権者
　主文同旨
二　債務者
１　主文第一項記載の仮処分決定（以下「本件仮処分決定」という。）を取り消
す。
２　債権者の本件仮処分申請を却下する。
３　訴訟費用は債権者の負担とする。
第二　当事者の主張
一　申請の理由
１　債権者は、相互に連合商標となつている次の（一）の商標権（以下、「本件商
標権（一）」といい、その登録商標を「本件登録商標（一）」という。）及び
（二）の商標権（以下、「本件商標権（二）」といい、その登録商標を「本件登録
商標（二）」という。）を有している（以下、両者を総称するときは、単に「本件
商標権」、「本件登録商標」という。）。
（一）　出願日　昭和三四年一二月二五日
　公告日　昭和三八年三月二〇日
　登録日　同年九月一〇日
　登録番号　第六二四二九七号
　登録商標　別紙商標目録（一）記載のとおり
　指定商品　旧商標法施行規則（大正一〇年農商務省令第三六号）第一五条の規定
による商品類別第四五類　海苔
（二）　出願日、公告日、登録日及び指定商品（一）と同じ。
　登録番号　第六二四二九八号
　登録商標　別紙商標目録（二）記載のとおり
２　本件登録商標（一）は、手書きの文字により「株式会社」の下に「山形屋海苔
店」と続けて縦書きしたものから成り、本件登録商標（二）は、手書きの文字によ
り「山形屋海苔店」と縦書きしたものから成つている。
３　債務者は、別紙標章目録１ないし５記載の標章（以下、順に「債務者標章
１」、「債務者標章２」、「債務者標章３」、「債務者標章４」、「債務者標章
５」といい、これらを総称するときは、単に「債務者標章」という。）を乾海苔、
焼海苔、味付海苔その他の海苔製品の包装袋、瓶、包装箱、罐等の容器及び包装紙
に附して、これを販売している。
４（一）　債務者標章は、次のとおり、いずれも本件登録商標と同一又は類似であ
る。
（１）　債務者標章１は、書体が相違するものの、この点は問題ではなく、本件登
録商標（二）と同一である。
（２）　債務者標章２ないし５においては、これらのうち、「東京」の部分は単に
地名を付したにすぎず、「海苔店」の部分は単に海苔を売る店との表示にすぎず、
また「株式会社」の部分は単に会社であることの表示にすぎないから、これらはい
ずれも要部ではなく、「山形屋」の部分が需要者に対し強く商品の識別、出所を訴
える力を有する要部であり、他方、本件登録商標においても、右と同様に「山形
屋」の部分が要部であるから、両者は要部において同一であり、全体として類似す
る。
（二）　債務者が債務者標章を使用している乾海苔、焼海苔、味付海苔その他の海
苔製品は、本件商標権の指定商品に属する。
５　したがつて、債務者の３記載の行為は本件商標権を侵害するものであるから、
債権者は、債務者に対し、本件商標権に基づき、右行為の停止及び侵害行為の予防
並びに侵害行為を組成した物の廃棄を求める権利を有する。
６　債権者は、海苔製品の小売業界では最大手の一つであつて、「海苔の山形屋」



として全国的に著名であり、その商品である海苔製品は、海苔そのものも最高の品
質のものを用い、その包装も高名な商業デザイナーや書家の創作に係るものを用い
る一方、多額の費用を用いて宣伝につとめた結果、「山形屋の海苔」といえば高級
品、特に高級贈答品であるとして一般に認識されている。
　これに対し、債務者が販売している海苔製品は、スーパーマーケツト向けの普及
品であり、このまま販売が続けられると、債務者の商品が債権者の商品と誤認混同
され、高級海苔店としての債権者のイメージダウンを招き、債権者は回復し難い損
害を受けるおそれがある。
７　よつて、債権者の前記本件商標権の侵害行為の停止及び予防並びに侵害行為を
組成した物の執行官保管の仮処分申請を認容した本件仮処分決定は、正当であるか
ら、その認可を求める。
二　申請の理由に対する認否
１　申請の理由１及び２は認める。
２　同３のうち、債務者標章１、
２及び４に係る部分は否認する。債務者は海苔製品にこれらの標章を現に使用して
いないし、将来使用する意思もない。債務者標章３、５に係る部分は認める。
３　同４ないし６は争う。債務者標章のうち少なくとも債務者標章２は本件登録商
標と非類似であり、債務者標章１、２及び４については、前記のとおり現に使用し
ておらず、使用の意思もないから、仮処分の必要性がないことが明らかである。
三　抗弁
１　債務者の使用している債務者標章３及び５は債務者の名称（商号）を普通に用
いられる方法で表示したものであるから、本件商標権の効力は、これらの標章に及
ばない。
２　債権者の債務者に対する本件商標権に基づく差止請求権は、以下に述べるとお
り、不行使により失効した。
（一）　債務者は、昭和二二年の設立当初から、正式の商号は大丸食品工業株式会
社であつたが、海苔製品について「山形屋」、「山形屋海苔店」等の標章を使用し
ていたし、店舗及び工場には「山形屋」の表示を行い、取引者間において通称「山
形屋」あるいは「山形屋海苔店」と呼ばれており、昭和三四年一〇月には、商号も
「株式会社山形屋海苔店」と改め、テレビやラジオのスポツト広告でも「山形屋の
海苔」として宣伝していた。昭和三五年には営業上の理由から債務者は一時営業を
休止したが、その間も、債務者の経営者であり取締役であつたＡ（通称Ｂ）及びＣ
の両名において、債務者の営業を事実上承継して「山形屋海苔店」の名称で引続き
海苔製品の製造、販売を行い、その商品に「山形屋」あるいは「山形屋海苔店」の
標章を使用していた。
（二）　債権者は、右の事実を知悉していたにもかかわらず、本件商標権の設定の
登録の日である昭和三八年九月一〇日以来本件仮処分申請直前に至るまでの実に約
一五年もの長期間にわたり、債務者に対し、何らの異議、苦情、警告あるいは通知
さえもせず、債務者の前記標章の使用を放置し、黙認してきたものである。しか
も、その間、昭和三八年には、東京都杉並区＜以下略＞所在の訴外株式会社山形屋
（当時）に対して、「株式会社山形屋」の商号及び「山形屋」の標章の使用差止訴
訟を提起し、また、昭和三九年には、山形屋海苔店こと前記Ａ及びＣの両名に対
し、＜１２３０２－００１＞の標章の使用差止訴訟を提起しているにもかかわら
ず、債務者及びその営業の承継人であつた前記Ａ及びＣの両名に対し、「山形屋」
あるいは「山形屋海苔店」の名称及び標章の使用については、何らの請求もしなか
つたものである。
（三）　以上の事実にかんがみれば、債権者は、債務者に対しては、本件商標権に
基づく差止請求権を実質的に放棄したものというべく、仮にそうでなくても、債務
者の前記標章の使用を知り、かつ、その使用を中止させるべき機会が十分あつたに
もかかわらず、長期間にわたりこれを放置し、黙認してきたものであるから、権利
の上に眠る者として、いわゆる失効の原則により、債務者標章の使用の差止めを求
めることはできないものというべきである。
３　仮に債権者の債務者に対する本件商標権に基づく差止請求権が失効したとまで
はいえないとしても、その行使は、２の（一）、（二）において述べた事情と以下
に述べる事情を総合考慮すれば、権利の濫用であつて、許されない。
（一）　「山形屋」等の標章の著名性の由来
　海苔及び海苔店について「山形屋」なる標章が用いられたのは、初代Ｄが江戸明
和年間に当時の日本橋釘店（現在の東京都中央区＜以下略＞）で「山形屋」の屋号



で海苔店を創業したのに始まるものであり、この「山形屋」は、その後子孫に代々
受け継がれ（なお、その当主はＤを代々襲名した。）、次第に隆盛となり、既に江
戸時代に幕府御用達となつて江戸大店の一つに数えられるようになつたが、更に江
戸末期から明治、大正と年代を経るに従つてますます隆昌発展し、殊に明治、大正
時代に亘つては、自他ともに許す我国最大の海苔店として盛えるに至つた。それに
伴い、このＤの海苔店（明治中期ごろから、正式には「山形屋海苔店」を称するよ
うになり、併せて「山形屋」の名称も使用していた。）は、既に江戸時代から、古
い暖簾を誇る大海苔店として人々に広く知られ、その結果、海苔及び海苔店につい
て「山形屋」、「山形屋海苔店」といえば、このＤの海苔店及び商品を指すものと
して、一般世人に広く認識されていた。ところが、このＤの海苔店は、昭和初頭の
大恐慌にあつて一時家運衰退し、そのため、当時博文館の経営等で有名な実業家で
あつたＥ家の財政援助を受けることになり、引続き昭和八年には法人組織に改組さ
れて、Ｄの海苔店の営業一切を受け継いだ株式会社山形屋海苔店（以下「旧会社」
という。）が設立されるに至つた。旧会社は、Ｅ家の強力な支援もあつて、往時の
隆盛をしのぐ発展を示し、日本橋の本店のほか、築地、渋谷、神楽坂などにも出店
し、大森に工場を有して盛大に海苔店（小売及び卸売）を営むとともに、その商品
に「山形屋」、「山形屋海苔店」、「株式会社山形屋海苔店」などの標章を常に使
用した。その結果、前記したＤ時代の盛名と相俟つて、旧会社の右標章及び名称
は、引続き広く一般に知れわたつていた。
　以上のとおり、「山形屋」、「山形屋海苔店」及び「株式会社山形屋」の標章
は、Ｄの海苔店及び旧会社の商品又は営業の表示として著名になり、かつ、著名で
あつたものであり、債権者又はその前身たる者によつて著名にされたものでもな
く、その商品又は営業の表示として著名であつたものでもない。
　もつとも、旧会社は、第二次大戦中、戦時統制令の発布により海苔の自由営業が
できなくなつた上、間もなくその店舗、工場が戦災によつて焼失し、従業員の大部
分も徴兵されるなどしたため、やむなく休業するに至り、戦後も旧会社そのものは
結局再開されないまま事実上閉鎖された。しかし、旧会社の営業及び商品の表示と
して著名であつた「山形屋」、「山形屋海苔店」、「株式会社山形屋海苔店」など
の標章及び名称は、その著名性が世人の意識の中に深く根付いていたので、戦後も
長く記憶され、少なくとも戦前を知る人の中には、現在においても、「山形屋」、
「山形屋海苔店」などといえばＤの海苔店又は旧会社及びその商品を想起する人が
多数いる。
　なお、旧会社は、登記上はその後も存続していたが、実体的には内容のない状態
で、債権者がその株式をＦから買い取つてその傘下におさめたとしても、全く形骸
だけのことにすぎない。
（二）　債権者の沿革
　債権者の沿革は、事実上、初代Ｇが、明治二八年ごろ、現在の東京都中央区＜以
下略＞において「山形屋窪田甚之助商店」の屋号で個人営業の海苔店を開業したの
に始まるといわれる。
　右初代Ｇは、旧姓「Ｈ」であつたが、前記Ｄ家の娘「Ｉ」と結婚して「Ｄ」と改
姓し、「Ｉ」との結婚は数カ月で破婚となつたにもかかわらず、その後も「Ｄ」姓
を名のつていた。Ｄ家では、右の事情から、初代Ｇが「Ｄ」姓を得るための方便と
して「Ｉ」との結婚を利用したものと考え、Ｇの海苔店が「山形屋」の文字を冠す
ることを認めてはいなかつた。したがつて、Ｇの海苔店は、Ｄの山形屋海苔店から
暖簾分けされたものでも分店されたものでもなく、Ｄ家とは無関係に、初代Ｇが独
自に営業してきたものにすぎない。そのため、Ｄの海苔店及び旧会社と初代から三
代目までのＧの海苔店とは全く交際がなく、Ｄ及び旧会社側では、その顧客に、Ｇ
の海苔店は自分達と無関係であることを屡々釈明していた。また、初代Ｇの海苔店
は、看板等に屋号を表示するにあたつては、「山形屋」の文字は「窪田甚之助商
店」の文字に比して小さく書かれていた。
　この初代Ｇの海苔店は、その後二代目Ｇ、次いで三代目Ｇに受け継がれ、その間
に屋号は「山形屋窪田商店」と改め、昭和一九年ごろまで継続した。そして、その
間に、Ｄの山形屋海苔店及び旧会社の盛名にあやかつたこともあつて、Ｇの海苔店
もそれなりの発展を遂げた。しかし、Ｇの海苔店は、Ｄの海苔店及び旧会社と比較
した場合、その営業規模は格段に小さく、売上高もはるかに少なかつた。しかも、
Ｇの海苔店は、当初「山形屋窪田甚之助商店」、その後「山形屋窪田商店」と称
し、単に「山形屋「又は「山形屋海苔店」と称した事実も、また顧客にそのように
略称された事実もない。当時、「山形屋」又は「山形屋海苔店」といえば、Ｄの海



苔店及びこれを受け継いだ旧会社のことを一般には指称しており、Ｇの海苔店は、
業者間では「窪甚」又は「窪甚の店」と称されていた。
　戦後、昭和二一年一〇月、個人商店である右「山形屋窪田商店」を母体として、
「合資会社山形屋窪田商店」が設立され、更に昭和二二年一一月に右合資会社を母
体として債権者が設立された。債権者の当初の商号は、「京橋山形屋海苔店株式会
社」で、昭和三三年一一月に現在の商号「株式会社山形屋海苔店」に変更されたも
のである。
　債権者が現時点において海苔店として相当程度の発展をしているとしても、それ
は、昭和二〇年代末期から、戦後のいわゆる流通革命で、各地に集合店舗（名店街
など）が作られた際、債権者が積極的にこれに出店し、成功して以来のもので、こ
の成功も、もとをただせば、Ｄ及び旧会社による「山形屋海苔店」の長年にわたる
盛名の上に結果的に築かれたものといつても過言ではない。
（三）　債務者の沿革
　前記のとおり、戦時中まで盛大に海苔店を営業していた旧会社は、戦災によつて
店舗、工場全部を焼失し、休業状態に陥ったが、戦後間もなく、旧会社の関係者や
従業員らにより旧会社復興の気運が生じ、これを受けてもと旧会社で働いていた
Ａ、Ｃらが旧会社再開のため奔走した。しかし、旧会社の経営者であつた前記Ｅ家
の事情等から、旧会社再開のめどがたたず、そのうち、かえつて、Ａらは、Ｅ家か
ら別に会社を設立して旧会社の営業を引き継ぐよう勧められた。そこで、Ａらは、
旧会社再開までのつなぎとしてとりあえず会社を設立し、旧会社の取引先などの営
業全部を事実上受け継ぎ、東京都中央区＜以下略＞において海苔店の営業を開始す
ることにした。右会社が債務者である。
　債務者の設立当初の商号は「大丸食品工業株式会社」と称していたが、それは、
旧会社を復興するときのことを慮つて正式の商号において「山形屋」を名のること
をしなかつただけで、設立当初より「山形屋」、「山形屋の海苔」、「山形屋海苔
店」など旧会社の使用していた標章を、商号とは別に、その商品である海苔に使用
してきた。なお、債務者の受け継いだ旧会社の取引先には、旧会社の最大の顧客で
あつた三越百貨店をはじめとする各地の海苔店、商店が含まれている。
　右設立後、債務者は、順調に発展し、特に昭和二三年に深川森下町に新工場を建
設し、本店を同所に移転してからは、旧会社の実質的後継者として旧会社以来の取
引先の支援もあつて、次第に取引量は増大し、客層も拡大して、「深川の山形屋」
と通称され、海苔店として確固たる地歩を占めるに至つた。
　昭和三四年には、それまで旧会社復興に尽力するかたわら、債務者の営業を後援
していたＥ家のＥやＣも、旧会社の再開が不能であるとして、正式に債務者の取締
役に就任し、その経営に参加することとなり、それに伴い、同年一〇月一日、債務
者は、商号を「株式会社山形屋海苔店」に変更し、使用中の標章と商号を一致させ
るとともに、旧会社の後継者としての名実を合致させた。
　右を契機に、債務者は、特にＥの方針もあつて、是に積極的に営業を展開し、ラ
ジオ、テレビ等で盛んに宣伝する一方、鉄道弘済会を通じての駅売りにも進出し、
また新規取引先の獲得に努めるなど、一気に業容の拡大をはかつた。ところが、こ
れがかえつて、資金計画に齟齬をきたし、また、不測の取引事故に遭遇するなどの
不運も重なつて、内容が急激に悪化し、昭和三五年四月には、一時解散せざるを得
なくなつた。
　しかし、債務者の解散にもかかわらず、その営業そのものは、Ａ及びＣの両名で
引続き行うこととなり、Ａらは、前記深川森下町の工場、事務所はもちろんのこ
と、債務者の有していた機械設備、什器備品、原材料、資材その他一切の物、全従
業員、取引先等、債務者の営業全部を受け継ぐとともに、債務者の使用していた
「山形屋」、「山形屋海苔店」などの標章もそのまま受け継ぎ、「山形屋海苔店」
の名称で、債務者の営業を継続した。債務者解散の前後にわたり実際の営業は継続
して行われた結果、取引先の中には債務者の解散を知らなかつたものも多かつたの
である。
　このＡ及びＣの「山形屋海苔店」は、その後順調に推移し、鉄道弘済会を通じて
の駅売りも続き、次第に往時の盛況を取り戻すに至つた。
なお、この間、取引先によつては、会社名義での取引を希望するものもあり、その
場合には、解散中ではあるが、債務者名義で取引することもあつた。
　昭和三九年一一月に、右「山形屋海苔店」の営業も順調に推移し、他方債務者の
負債整理もほぼ終了したので、Ａ及びＣは、債務者の営業を正式に再開することに
し、債務者を継続して、右「山形屋海苔店」の営業全部を再度債務者に引き継い



だ。
　以後は、債務者において再び右海苔店の営業を引続き行つてきたが、その営業は
極めて好調であつた。しかるに、昭和四五年、前記深川森下町の工場、倉庫、事務
所が火災により全焼し、在庫商品を全部失つたため、債務者は多額の損害を受け、
その後漸次その営業を縮小せざるを得ない事態となり、昭和四九年夏ごろからは半
ば休業の状態に陥つた。しかし、昭和五一年初旬ごろ、債務者は営業を再開し、昭
和五三年には、本件の発端となつた大阪のスーパー「ジヤスコ」との取引を始める
に至つたものである。
（四）　本件登録商標出願の経緯
　旧会社は、Ｄ家の個人営業時代を通じ伝統的に使用してきた標章について多数の
商標権を有していたが、その一部として、次の二つの商標権を有していた。
（１）　出願日　昭和一二年五月六日
　公告日　昭和一四年一一月九日
　登録日　昭和一五年三月二日
　登録番号　第三二七五八六号
　登録商標　別紙商標目録（三）記載のとおり
　指定商品　旧商標法施行規則（大正一〇年農商務省令第三六号）第一五条の規定
による
商品類別　第四五類海苔、青海苔、海苔佃煮
（２）　出願日　昭和一二年五月一六日
　公告日、登録日、指定商品　（１）と同じ。
　登録番号　第三二七五八七号
　登録商標　別紙商標目録（四）記載のとおり
　旧会社の右各登録商標は、前記のとおり、旧会社が昭和一九年に休業のやむなき
に至り、戦後も復興されなかつたので、その存続期間更新の登録をされないまま、
昭和三五年三月二日、期間満了により失効するに至つた。
　ところで、本件登録商標はいずれも、旧会社の前記登録商標が失効する前である
昭和三四年一二月二五日に出願されたものであるが、これらを対比すると、本件登
録商標（一）と旧会社の前記登録商標の（１）とは、いずれも手書きの文字により
「株式会社」の下に「山形屋海苔店」と続けて縦書きしたものから成り、本件登標
商標（二）と旧会社の前記登録商標の（２）とは、いずれも手書きの文字により
「山形屋海苔店」と縦書きしたものから成つており、その構成において全く同一と
いつてもよいものであり、指定商品も重複している。そのため、本件登録商標の出
願は昭和三五年九月一三日拒絶査定されたが、債権者は同年一〇月一七日抗告審判
請求をし、その審理中に旧会社の前記登録商標が失効してから一年を経過したた
め、拒絶理由が解消したとして、昭和三七年四月二四日、右拒絶査定を取り消す旨
の審決がされ、その後、公告、登録に至つたものである。
　以上の経緯から明らかなとおり、債権者は、本件商標権を、いわば、もともとは
他人が商標権を有していた商標について、当該他人が当該商標権を失効させたのを
奇貨として取得したもので、その意味で、本件商標権は、その成立に極めて不明朗
な点があるものといわなければならない。更に、本件商標権は、Ｄの海苔店及び旧
会社によつて著名なものとされた商標に、実質的に便乗せんとする意図の下に取得
されたものであつて、債権者の本件商標権の取得には不純な目的がある。
（五）　Ｊの山形屋の存在
　旧会社とは別に、前記Ｄの一族で、江戸末期に同じ日本橋室町において乾物問屋
を開いたＪ（初代）という者があり、このＪの店も代々「山形屋」を称していた
が、三代目Ｊは、戦後に至つてもつぱら海苔を商うようになり、それに伴い、乾物
店「山形屋」ではなく、海苔店「山形屋」を称して営業していた。このＪの店も、
所在地が旧会社の近所であつたことも幸して、かなり繁盛していた。ただし跡継ぎ
のないまま、Ｊの海苔店は昭和四〇年ごろ廃業している。なお、債務者の創立に関
わつた前記Ｃは、三代目Ｊの弟である。
　右のとおり、債権者が本件登録商標の出願をし、登録を受けた当時、債務者はも
ちろんのこと、Ｊの海苔店も「山形屋」を称し、「山形屋」等の標章を使用してい
たもので、そのことは、債権者も十分承知していた。
四　抗弁に対する認否及び反論
１　抗弁１は否認する。
（一）　債務者の商号は、昭和三四年一〇月一日、大丸食品工業株式会社から株式
会社山形屋海苔店に変更されたが、当時は、旧会社は休業してしまつており、他方



債権者は山形屋海苔店として著名であり、かつ、活発に活動していた。債務者の右
商号変更は、旧会社の関係者であるＥを代表者にむかえて体裁をつくろい、あたか
も著名な山形屋海苔店の復興であるかのごとく装つた悪意の商号選定で、いわゆる
只乗り、便乗利用の一種である。このように、悪意で選定された商号の使用は、本
件商標権の設定の登録前にされたものであつても、商標法第二六条第一項第一号の
規定の「普通に用いられる方法で表示する商標」に当たらない。債務者の現商号の
使用についても、右と異ならない。
（二）　債務者標章３、５は、ことさら顧客の目を引くよう工夫をこらした書体で
あり、箱、包装袋、罐等の表面、裏面の中央又は中央下部等の人目を引き易い位置
に印刷表示されていることからすれば、商標法の前記条項の「普通に用いられる方
法で表示する商標」には当たらない。
２　抗弁２は争う。
債権者が、昭和三八年に東京都杉並区＜以下略＞所在の訴外株式会社山形屋に対し
て「株式会社山形屋」の商号及び「山形屋」の標章の使用差止訴訟を提起し、昭和
三九年に山形屋海苔店ことＡ及びＣの両名に対し＜１２３０２－００１＞の標章の
使用差止訴訟を提起したにもかかわらず、債務者及び右Ａ、Ｃの両名に対し「山形
屋」、「山形屋海苔店」の名称及び標章の使用については差止訴訟を提起しなかつ
たことは事実であるが、だからといつて、債務者らに右標章の使用を許容したもの
ではない。債権者がＡらに＜１２３０２－００１＞の標章の使用差止めを内容証明
郵便で通告したときは、本件商標権は未だ設定の登録がなされていなかつたから、
右標章の使用差止めのみを求め、Ａらがこれに応じなかつたためそのまま訴訟に移
行させたまでであつて、
「山形屋海苔店」等の使用差止めを訴求しなかつたことに他意はない。なお、その
後のＡら及び債務者の営業活動は、見るべきものもなかつたので、何ら差止請求を
する必要がなかつたが、昭和五二年七月ごろから不明朗な活動が出始め、昭和五三
年になつて大々的に海苔が販売されるに至つたので、本件申請に及んだものであ
る。
３　抗弁３は争う。
（一）　債権者の沿革と本件登録商標の著名性の由来
　債権者代表者Ｇの祖父初代Ｇは、明治二八年ごろ、Ｄ家の山形屋海苔店の当主Ｄ
の娘「Ｉ」と結婚して、Ｄの許しを得て現住所地において「山形屋窪田商店」の屋
号を用いて海苔店（問屋と小売業）を開業した。そのころの魚河岸は築地ではなく
現在の東京都中央区日本橋にあり、海産物店もその近辺に集中しており、明治三三
年ころには有力海苔業者一一店をもつて作られた「日本橋中央十一店会」が全国海
苔業界を牛耳つていたが、初代Ｇの「山形屋窪田商店」もその会員であつた。その
後、二代目Ｇ（大正八年から昭和三年まで）の時代には、益々発展を重ね、その販
売海苔数は国内最高に達していた。例えば、大正一四年ころには、年間二〇〇〇万
枚、現在の標準価格一帖金四〇〇円により換算すると実に年間の売上高は八〇億円
にも達したものであり、したがつて、業界はもちろん需要者の間においても、日本
橋のＤの山形屋とは別個に、「海苔の山形屋」、「山形屋の浅草海苔」として、著
名な業者となり、債権者独自の「山形屋」の名は周知であつた。
　二代目Ｇが病死するや、債権者の現代表者Ｇが三代目を襲名し営業を承継した
が、やがて日支事変が始まつて徴兵され、更に昭和一九年戦時統制令により東京に
海苔統制組合が生まれて、海苔の自由営業に終止符がうたれ、配給の海苔を配給販
売するのみとなり、日本橋の旧会社は休業状態となり、Ｇの「京橋山形屋」は休業
こそしないが営業縮小のやむなきに至つた。しかし、当時の統制組合員約二八〇名
中Ｇの「京橋山形屋」はもともと販売実績の多い有力業者であつたから組合役員に
選ばれ、Ｇの伯父がＧに代わつてその役に就任した。
　その後戦時統制が撤廃され、Ｇも復員し、昭和二一年八月空襲で焼失した店舗を
再建して、直ちに営業活動を開始した。しかし、時代の進展に即応して営業形態を
法人組織にするのが有利と考えられたので、個人営業時代既に有名となつていた
「山形屋」の営業実体そのものを母体として、昭和二一年一〇月一日、資本金一〇
万円の合資会社「山形屋窪田商店」を設立した。そして、同社が焼け跡に再建した
新店舗で「山形屋」、「山形屋海苔店」として営業を行つたので、業界も顧客も、
旧来の「山形屋海苔店」が再開したものとして購買してくれた。
　昭和二三年一一月、右合資会社を解散し、債権者が設立された。債権者は、右合
資会社とその主要構成員も店舗も屋号も全く同一で、右合資会社から初代Ｇ以来の
営業基盤一切を無償で承継しており、業界、顧客から、昔からの山形屋海苔店とし



て認められた。
　債権者は、厳しく品質を吟味して商品そのものについて優秀であるとの長い伝統
を守るのみならず、高級贈答品としての市場性を獲得するため商品に使用する缶、
化装箱、包装紙の意匠にもユニークなものを工夫し、宣伝費も相当かけ、名実共に
「海苔の山形屋」、「山形屋の海苔」というイメージを一般需要者に植えつけ、現
在のように発展したものである。
　以上のとおり、債権者の有する本件登録商標は、債権者の歴史及び企業努力の結
果得られた有名商品の出所を示すものであり、債権者のいよいよの発展及び企業防
衛のため本件商標権が必要であることは多言を要しない。
　なお、日本橋のＤの山形屋は、昭和八年ごろ、経営の不振からか、Ｄの娘の嫁ぎ
先であるＥ家の当主Ｋに経営一切を移譲し、Ｋは、これを株式会社山形屋海苔店
（旧会社）に改組し、ここにＤの海苔店はなくなつた。旧会社も戦時中休業状態に
陥り、空襲で店舗も焼失し、戦後海苔店として再開もされず、東京都新宿区＜以下
略＞に本店も移転し、専ら金銭の貸付等を業とするに至つた。昭和三八年ごろ、人
を介して債権者代表者Ｇ個人に旧会社の株式の買取方の打診があり、
Ｇが全株式を当時の所有者Ｆから買い取り、社名も山形屋食品工業株式会社と改
め、本店も調布市に移し、工場を建築して海苔茶漬を製造した上債権者に全品納入
させ、実質上債権者の傘下に入つている。
（二）　債務者の沿革
　債務者は、昭和二二年八月一一日、東京都中央区＜以下略＞を本店とし、商号を
大丸食品工業株式会社として、Ａにより設立され、昭和二四年七月二七日には東京
都江東区＜以下略＞に本店を移転し、昭和三四年一〇月一日には商号を株式会社山
形屋海苔店と変更し、同時に東京都千代田区＜以下略＞に本店を移転して小売店舗
を設け、わずか五ヵ月後の昭和三五年三月一〇日には解散して清算法人となり、再
び本店を深川森下町に移し、昭和三九年一一月一〇日には継続の決議をして旧に復
している。その後、商号を株式会社山形屋に、次いで株式会社山形屋海苔店に、そ
して現商号に、それぞれ変更し、本件仮処分申請後本店を現住所地に移している。
　昭和三四年一〇月の商号変更の時点で、旧会社の経営者Ｋの子で旧会社の元取締
役のＥを代表取締役に、Ｄの血脈の一人であるといわれるＣを取締役に迎えたが、
Ｅは、昭和三四年春ごろ、日本橋大通りで偶然Ａに声をかけられ、日本橋の山形屋
海苔店（旧会社）を再開しようともちかけられ、その言葉に釣られて大丸食品工業
株式会社に入つたものである。すなわち、Ａ、Ｃらは、Ｅをかつぎ、大丸食品工業
株式会社を商号変更して株式会社山形屋海苔店とし、あたかも旧会社の復興のごと
くみせかけ、営業を始めたが、わずか五ヵ月で行き詰り、解散したものであつて、
債務者は、旧会社の実質を法律上はもちろん事実上も承継した会社ではない。そし
て、当時の債務者は、訴外天笠商店に対し買掛代金が支払えず、Ｅが個人で小切手
で支払い、それを不渡りにするなど、全く経営基盤がなく、Ａ及びＥが右の件につ
き詐欺容疑で書類送検されるなど、物的、人的にいかがわしい会社であり、その実
体は今日も変わつていない。
（三）　本件登録商標出願の正当性
　債権者の沿革は前述したとおりであつて、旧会社が昭和一二年五月に別紙商標目
録（三）及び（四）記載の各商標の登録出願をした当時、債権者の前身であるＧ個
人の海苔店も「山形屋」あるいは「山形屋海苔店」として著名であり、「山形屋」
等の標章が広く需要者に認識されていたので、旧会社の右商標権により右標章の使
用を差し止められる理由のない立場にあつた。このような実績の下に、債権者は、
債権者独自の著名性を商標権として保護を受けるために、商標登録出願をし、旧会
社の商標権が消滅した結果、債権者が本件商標権を得たにすぎず、本件商標権を得
るについて、便乗とか只乗りとか、それに類する行為はない。
五　再抗弁
　債務者は、昭和三五年四月から昭和三九年一一月まで約四年八月の長期間にわた
り解散して営業活動を中止していたので、商号を廃止したものとみなされる。した
がつて、昭和三九年一一月一〇日継続の決議により清算法人から普通の法人に戻つ
たとしても、「株式会社山形屋海苔店」更に現商号を選定使用する行為は、不正競
争の目的によるものである。
よつて、債務者が債務者標章を使用する行為は商標法第二六条第二項の規定により
本件商標権の侵害となる。
六　再抗弁に対する認否
　否認する。



第三　証拠（省略）

　　　　　　　理　　　由

一　債権者が本件商標権を有していることは当事者間に争いがなく、右争いのない
事実によれば、本件登録商標（一）は、手書きの文字により「株式会社」の下に
「山形屋海苔店」て続けて縦書きしたものから成り、本件登録商標（二）は、手書
きの文字により「山形屋海苔店」と縦書きしたものから成つていることが認められ
る。
二　債務者が債務者標章３及び５を海苔製品の包装袋、瓶、包装箱、罐等の容器及
び包装紙に附してこれを販売し、右標章を使用していることは、当事者間に争いが
ない。また、債務者製品の瓶詰海苔であることについて当事者間に争いがない疎検
甲第三号証、
証人Ｌの証言及び弁論の全趣旨により債務者製品の袋詰海苔であると認められる疎
検甲第二号証並びに債務者製品の瓶詰海苔であると認められる疎検甲第四号証（証
人Ａの証言のうち右認定に反する部分は措信し得ない。）、証人Ｌの証言、同証言
により真正に成立したものと認められる疎甲第三号証、証人Ａの証言（後記措信し
得ない部分を除く。）並びに弁論の全趣旨によれば、債務者が昭和五三年四月ない
し七月ころ債務者標章１、２及び４を海苔製品の包装袋、瓶、包装箱等の容器に附
してこれらの標章を使用したこと、及び将来において使用するおそれがあることが
認められ、証人Ａの証言中右認定に反する部分は措信することができず、他に右認
定を覆すに足りる証拠はない。
　右の事実によれば、債務者標章は、債務者標章４の「東京」の部分のみ活字体、
その余はいずれも毛筆の崩書きをした書体により横書きしたもので、債務者標章１
は「山形屋海苔店」、同２は「東京山形屋」、同３は大きい「山形屋海苔店」の上
に小さい「株式会社」左に小さい「東京」、同４は小さい「東京」の右に大きい
「山形屋海苔店」、同５は「東京山形屋海苔店」の各文字により成るものであるこ
とが認められる。
三　そこで、本件登録商標と債務者標章の類否について判断する。
　債務者標章１は、横書きである点及び書体において本件登録商標（二）と相違す
るが、両者は称呼及び観念において同一であり、全体として類似していると認めら
れる。
　債務者標章２は、外観、称呼、観念のいずれにおいても本件登録商標と同一では
ないが、「山形屋」という部分を含んでいる点が両者に共通している。そして、本
件登録商標（二）のうち、「海苔店」の部分は、指定商品である海苔について使用
する場合には、商品についての識別力を有するとは認められず、「山形屋」の部分
が商品についての識別力を有するものと認められるから、「山形屋」の部分が本件
登録商標（二）の要部であると認められ、他方、債務者標章２のうち、「東京」の
部分は地名を冠したものにすぎず、やはり「山形屋」の部分が主として商品につい
ての識別力を有するものと認められるから、「山形屋」の部分が債務者標章２の要
部であると認められる。したがつて、債務者標章２と本件登録商標（二）とはそれ
ぞれの要部である「山形屋」の部分において称呼、観念が同一であり、全体として
類似しているものと認められる。
　債務者標章３は、外観、称呼、観念のいずれにおいても本件登録商標と同一では
ないが、そのうち「東京」の部分は、小さい文字とされている上、債務者標章２に
ついて述べたと同様、地名を冠したものにすぎないから、債務者標章３の要部では
なく、その余の部分は、称呼及び観念において本件登録商標（一）と同一である。
したがつて、債務者標章３と本件登録商標（一）とは、全体として類似しているも
のと認められる。
　債務者標章４及び５は、いずれも、外観、称呼、観念のいずれにおいても本件登
録商標と同一ではないが、そのうち「東京」の部分は、債務者標章２について述べ
たと同様、地名を冠したものにすぎないから、要部ではなく、その余の部分は、称
呼及び観念において本件登録商標（二）と同一である。したがつて、債務者標章４
及び５と本件登録商標（二）とは、全体として類似しているものと認められる。
　以上のとおり、債務者標章はいずれも本件登録商標（一）又は（二）に類似して
いる。
四　以上の事実によれば、債務者は、海苔製品について本件登録商標に類似する債
務者標章を現に使用し、又は将来使用するおそれがあると認められる。そして、乾



海苔、焼海苔、味付海苔その他の海苔製品は、本件商標権の指定商品に属するもの
と認められる。
五　そこで、次に抗弁１について判断する。
　債務者標章３は債務者の商号それ自体と、債務者標章５は債務者の商号から「株
式会社」を除いたものと、同一の文字により構成されているものであるから、いず
れも、債務者の名称を表示する商標ということができる。しかし、いずれも債務者
製品の海苔罐であることについて当事者間に争いのない疎検乙第一号証及び第二号
証によれば、
債務者標章３はほぼ別紙標章目録３記載の大きさで罐の正面下方に表示されるもの
であることが認められ、また、前顕疎検甲第四号証によれば、債務者標章５はほぼ
別紙標章目録５記載の大きさで包装箱の正面及び背面下方、プラスチツク製瓶の側
面に貼布されたラベル等に表示されるものであることが認められる。これらの事実
によれば、これらの標章は、これらが附される罐、瓶又は箱の大きさとの対比にお
いて相当程度大きく、かつ、需要者の注意をひきやすい場所に表示されているとい
うことができ、このことと、別紙標章目録の表示より明らかなようにこれらの標章
が特徴のある崩書きの書体により書かれたものであることを考慮すれば、商標法第
二六条第一項第一号の規定の「普通に用いられる方法で表示する商標」に当たると
は認められないといわなければならない。
　よつて、抗弁１は理由がない。
六　次に、抗弁２について判断する。
　債権者が、昭和三八年に東京都杉並区所在の訴外株式会社山形屋（当時）に対し
て「株式会社山形屋」の商号及び「山形屋」の標章の使用差止訴訟を提起し、昭和
三九年に山形屋海苔店ことＡ及びＣの両名に対し＜１２３０２－００１＞の標章の
使用差止訴訟を提起したにもかかわらず、債務者及び右Ａ、Ｃの両名に対し「山形
屋」、「山形屋海苔店」の名称及び標章の使用については差止訴訟を提起しなかつ
たことは、当事者間に争いがない。しかし、債権者代表者尋問の結果によれば、債
権者が右Ａ及びＣの両名に対し＜１２３０２－００１＞の標章の使用の差止めのみ
を訴求したのは、訴えの提起に先立ち、昭和三八年に＜１２３０２－００１＞の標
章について内容証明郵便によりその使用の中止を求めた経緯があつたからであり、
右内容証明郵便を発した当時は、債権者は＜１２３０２－００１＞の商標権を有し
ていたが、本件商標権は未だ設定登録前であつたために、「山形屋」、「山形屋海
苔店」の名称及び標章についてまでは使用の中止を求めなかつたものであることが
認められ、また、成立に争いのない疎甲第五号証によれば、右の訴訟は、昭和四〇
年九月七日の第一〇回口頭弁論期日において、右Ａ及びＣの両名が原告に対し＜１
２３０２－００１＞の商標を使用しないことを約すること等を内容とする和解が成
立して終了していることが認められ、これらの認定を覆すに足りる証拠はない。そ
して、証人Ｃの証言、証人Ａの証言（後記措信し得ない部分を除く。）、これらの
証言により真正に成立したものと認められる疎乙第六、第七、第一九、第二〇号
証、第二四、第二五号証の各一、二、第二六号証の一ないし三、第二七号証、第四
五号証の一ないし三並びに成立に争いのない疎甲第一〇、第一一号証及び疎乙第四
〇号証によれば、右Ａ及びＣの両名は、債務者が昭和三五年四月一三日に解散の登
記をして営業を停止した後、東京都江東区深川森下町において細々と「山形屋海苔
店」の屋号で海苔店を経営していたが、昭和三六、七年ころから鉄道弘済会と取引
をするようになり、債権者から前記訴訟を提起されたころには、川崎市のスーパー
「サンコウ」に出店する等取引が拡大していたこと、その後、右訴訟係属中の昭和
三九年一一月二七日に債務者は継続の登記をしたものの、海苔店は右Ａ及びＣの両
名の個人営業のまま継続し、昭和四三、四年ごろ資金が続かずに廃業したこと、債
務者の営業は、昭和五一年になつて訴外新朝日興産株式会社から資金援助を受けて
ようやく再開され、昭和五二年ころから大阪のスーパー「ジヤスコ」との取引を開
始したところ、昭和五三年になつて、本件仮処分申請がされたものであることが認
められ、証人Ａの証言のうち右認定に反する部分は措信し得ず、他に右認定を覆す
に足りる証拠はない。
　右認定の事実によれば、債権者は、昭和三八年九月一〇日に本件商標権を取得し
た後、右認定の経緯により前記Ａ及びＣの両名に対し＜１２３０２－００１＞の標
章の差止めを求めて、その目的を達し、その後右両名の営業も廃業され、債務者の
営業も再開されなかつたところ昭和五二年ころから債務者が「ジヤスコ」との取引
を開始したことから本件仮処分申請に及んだものであつて、
債権者が債務者に対し本件商標権に基づく差止請求権を実質的に放棄したとか、債



権者が権利の上に眠つていたとか認めることはできない。債務者が抗弁２において
主張している本件商標権の設定登録前の事情は、仮にそのすべてが認められると仮
定しても（後記七において述べるとおりそのすべてを認めることはできない。）、
右の判断に影響を与えるものではない。
　したがつて、抗弁２は理由がない。
七　最後に抗弁３について判断する。
１　成立に争いのない疎甲第八、第九号証、第一三ないし第一五号証、第二七、第
二八、第三三号証及び疎乙第一四、第一五、第三五号証、第五一ないし第五三号
証、前顕疎甲第一〇、第一一号証、債権者代表者尋問の結果、同尋問の結果により
真正に成立したものと認められる疎甲第二〇号証及び第三五号証、証人Ａ及び同Ｃ
の各証言（後記措信し得ない部分を除く。）並びにこれらの証言により真正に成立
したものと認められる疎乙第一、第二号証、第一八号証の一、二、第三一、第四
八、第四九号証並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の各事実が認められ、証人Ａ
及び同Ｃの各証言並びにこれらの証言により真正に成立したものと認められる疎乙
第一一、第三七号証及び弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる疎乙
第五六号証の各記載中の右認定に反する部分はにわかに措信することができず、他
に右認定を覆すに足りる証拠はない。
（一）　海苔店について「山形屋」という屋号を初めて使用したのは、明和元年
（一七六七年）に創業し、元明元年（一七八一年）に日本橋室町に移転して営業を
した「山形屋」である。この山形屋の当主は代々Ｄを襲名し、順調に営業を拡大
し、江戸時代に既に江戸の代表的海苔店として知られるに至り、その後、明治、大
正時代にも地方にまで名を知られた代表的海苔店として繁栄していた。しかし、個
人商店としてのＤの山形屋海苔店は経営に行詰りを生じたので、昭和八年、Ｄは姻
戚関係のあつた実業家Ｋにその経営を委ね、同年三月一日、Ｅにより「株式会社山
形屋海苔店」（旧会社）が設立され、Ｄの山形屋海苔店の営業一切を承継して海苔
店の営業が開始された。旧会社の「山形屋海苔店」も、ますますの発展を示し、日
本橋の本店のほかに、渋谷、神楽坂、築地等にも支店を出すなど、代表的海苔店と
しての名声はゆるぎないものであつたが、戦災により店舗及び工場を失うなどの事
情から、昭和一九年に、Ｋが死亡するとともに、閉店休業するに至つた。戦後も、
旧会社による海苔店の営業は今日に至るまで再開されず、旧会社自体は、その後、
山形屋食品工業株式会社に商号を改め、債権者の系列会社となつている。
（二）　明治二九年、Ｈは、五代目Ｄの娘と結婚してＧを名乗り、京橋に「山形
屋」の屋号を使用して海苔店を開業した。Ｇの海苔店は、Ｄの海苔店と区別する意
味で、業界では「窪甚」と呼ばれていたが、Ｄの「山形屋」の分家の「山形屋」と
して扱われており、初代Ｇ及び二代目Ｇの時代に、本家とは別個に独自の商域を築
き、昭和初頭には、年間約二〇〇〇万枚の海苔を販売し、東京のみならず、日本全
国、遠くは満洲、台湾にまで小包販売をするなど、東京の海苔業界でも中堅の業者
に発展した。三代目Ｇ（現債権者代表者）の時代も、これを受け継いで営業を行つ
ていたが、やはり昭和二〇年に戦災で店舗等を焼失した。しかし、Ｇは、昭和二一
年に復員してすぐに海苔店の営業を再開し、同年一〇月一日には、「合資会社山形
屋窪田商店」を、昭和二三年一一月二五日には、「株式会社京橋山形屋海苔店」
（債権者）を設立して、これらに順次Ｇ個人の海苔店の営業一切を引き継いだ。債
権者は、京橋の本店のほかに、人の出入りの多い場所に直営店を出すとの営業方針
の下に、昭和二八年にまず東京駅名店街に直営店を出店したのを初めとして、昭和
三二年に数寄屋橋、昭和三九年に新宿及び横浜と、次第に直営店を増やし、また、
テレビ、ラジオ等を通じて積極的に宣伝活動を行うなどして、商域を拡大した。そ
の間、昭和三三年一一月には、商号を「株式会社山形屋海苔店」に改め、昭和五五
年には、資本金一億円、直営店売店等三二〇店舗、年間の宣伝広告費約四億七〇〇
〇万円の代表的海苔業者に発展し、現在では、海苔店について「山形屋」あるいは
「山形屋海苔店」といえば、債権者を指すものとして広く知られるに至つている。
（三）　旧会社の元従業員のＡは、戦後旧会社が復興されないので、自ら海苔の販
売を開始し、その後、昭和二二年八月一一日、「大丸食品工業株式会社」（債務
者）を設立して、自ら代表者となり、海苔の製造、販売業を営んだ。昭和三四年に
なつて、右Ａは、旧会社の元取締役であり、前記Ｋの次男であるＥと、Ｄの親戚で
あり、明治のころから日本橋で「山形屋」の屋号で営業していた乾物店の当主Ｊの
弟であつて、旧会社及びＪの経営する海苔店に関係していたＣとに、債務者の経営
への参加を求め、同年一〇月、債務者は、Ｅを代表取締役に、Ｃを取締役に迎える
とともに、商号を「株式会社山形屋海苔店」と変更した。そして、債務者は、旧会



社の営業を承継する会社であるとして、宣伝をし、営業活動を行つたが、翌昭和三
五年には早くも資金繰りができなくなり、また、右Ａが詐欺罪により服役し、右
Ｅ、Ａの両名が別の詐欺事件で書類送検されるなどの事態が生じたため、同年四月
一三日に解散の登記をして、営業活動を停止するに至つた。（その後、右Ａ及びＣ
の両名が「山形屋海苔店」の屋号で海苔店を経営したこと、債務者は昭和三九年一
一月に継続の登記をし、昭和五一年から営業を再開したことなどは、前記六におい
て認定したとおりである。）
（四）　旧会社は、昭和一二年五月、別紙商標目録（三）及び（四）記載の各商標
の登録出願をして、昭和一五年三月にその登録を受けたが、前記のとおり昭和一九
年に休業したまま営業を再開しなかつたので、更新登録の出願もせず、昭和三五年
三月二日、右各商標の商標権は存続期間が満了し、昭和三七年四月二日、その抹消
の登録がされた。
　債権者は、旧会社が右のように休業状態に陥つていることから、旧会社の休業に
乗じて第三者が同じような名称を使用して営業をしたり、旧会社の前記商標権の存
続期間が満了した後第三者が同じような商標について登録出願をするおそれがある
と考えて、昭和三四年一二月二五日に本件登録商標の出願をした。ところが、昭和
三五年三月三〇日、右出願の商標は旧会社の前記登録商標と類似であるとして拒絶
理由の通知がされ、債権者は、同月二日をもつて旧会社の商標権は存続期間の満了
により消滅したから、同日から一年が経過し右出願の商標に登録適格を生ずるまで
審査の猶予を願いたい旨の意見書を提出したが、同年九月一二日、拒絶査定がされ
た。債権者は右拒絶査定に対し不服抗告審判の請求をしたところ、昭和三七年四月
二四日、右拒絶理由は解消するに至つたとして、原査定を取消し、更に審査に付す
べきものとする旨の審決がされ、その結果、本件登録商標は出願公告がされ、登録
されるに至つた。
２　以上の認定事実によれば、債権者の債務者に対する本件商標権に基づく差止請
求権の行使が権利の濫用であるということはできない。
　債務者は、債権者の差止請求権の行使が権利の濫用に当たることの根拠事実の一
つとして、債権者の発展はＤ及び旧会社による「山形屋海苔店」の盛名の上に築か
れたものであることを挙げているが、債権者又はその前身であるＧの山形屋海苔店
が発展したのは、Ｄ及び旧会社による山形屋海苔店の盛名及び信用に助けられた面
があつたことは、前記認定事実により推認するに難くないが、いわゆる分家が本家
の盛名等に助けられて発展すること自体は、何ら問題とすべきことではないし（な
お、初代ＧがＤから「山形屋」の名称の使用を許されなかつたことを認めるに足り
る証拠はない。）、特に戦後における債権者の発展は、前認定のとおりの債権者の
営業努力によるところも大きいものと認めるのが相当である。
　債権者は、また、権利濫用の根拠事実の一つとして、債務者は旧会社の経営者で
あつたＥ家から勧められてＡらが設立したもので、旧会社の営業全部を承継した
上、設立当初から「山形屋」等の名称を使用して海苔店を営業した旨主張してお
り、証人Ａの証言、同証言により真正に成立したものと認められる疎乙第三六号証
及び前顕疎乙第三七、第五六号証中にはこれに添う部分が存するが、前顕疎甲第二
七号証、債権者代表者尋問の結果、同尋問の結果により真正に成立したものと認め
られる疎甲第一七ないし第一九号証及び証人Ｃの証言に徴してにわかに措信しがた
く、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
　更に、債務者は、権利濫用の根拠事実の一つとして、債権者による本件商標権の
取得は不明朗であり、不純な目的によるものである旨主張しているが、前記認定の
とおり、債権者の前身であるＧの山形屋海苔店は、戦前旧会社がまだ営業をしてい
た時代に既に独自の商域を確立し、中堅の海苔業者に発展していたこと、旧会社は
昭和一九年に営業を休止したままこれを再開せず、昭和三四年に債権者が本件登録
商標の出願をした時には、既に約一五年もの期間にわたり休業状態が継続していた
こと、他方Ｇは戦後直ちに営業を再開し、債権者の設立を経て、昭和三四年には直
営店の出店を開始しており、より大規模な業者に発展しつつあつたことなどを考慮
すると、本件登録商標の出願は、債権者の営業上の自衛策として、何ら異とするに
足るものではないというべきである。
　その他、Ｊの海苔店の存在等債務者のその余の主張事実は、債権者の債務者に対
する本件商標権に基づく差止請求権の行使の当否を論ずるに当たり特に考慮すべき
事実であるものとは認められない。
　以上のとおりであるから、結局、抗弁３も理由がない。
八　以上の事実によれば、債権者は、債務者に対し、債務者標章を海苔製品につい



て使用することの差止め及び債務者標章を附した海苔製品及びその包装の廃棄を求
める権利を有するものと認められる。したがつて、債権者は、本件仮処分決定の主
文第一項ないし第三項記載の裁判を求めるための被保全権利を有する。
　そして、債務者が債務者標章を使用している商品が食料品であることを考慮する
と、債権者がその品質等につき責任を負うことができない債務者の商品について債
権者の商号又は商号から「株式会社」を除いたものと同一の文字から成る本件登録
商標に類似する債務者標章を使用されることは、債権者の営業上の信用を著しく傷
つけ、本案訴訟の確定を待つていては回復し難い損害を受けるおそれがあると認め
られるから、本件仮処分の必要性もまた存するものと認められる。
九　よつて、本件仮処分決定は正当であるから、これを認可することとし、訴訟費
用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　牧野利秋　大橋寛明　設楽隆一）
＜１２３０２－００２＞
＜１２３０２－００３＞
＜１２３０２－００４＞


